
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
十
三
号

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
降
給
の
種
類
）

第
三
条

降
給
の
種
類
は
、
降
格
（
職
員
の
意
に
反
し
て
、
当
該
職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表

の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
降
号
（
職
員
の
意
に
反
し
て
、

当
該
職
員
の
号
給
を
同
一
の
職
務
の
級
の
下
位
の
号
給
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
降
格
の
事
由
）

第
三
条
の
二

任
命
権
者
は
、
職
員
が
降
任
さ
れ
た
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
降
格
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
を
降
格
さ
せ
る
か
は
、

任
命
権
者
が
、
勤
務
成
績
、
勤
務
年
数
そ
の
他
の
事
実
に
基
づ
き
、
公
正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一

職
員
が
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
職
員
が
降
任
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。

）ア

当
該
職
員
の
能
力
評
価
又
は
業
績
評
価
の
実
施
権
者
に
よ
る
確
認
が
行
わ
れ
た
全
体
評
語
が

最
下
位
の
段
階
で
あ
る
場
合
（
次
条
に
お
い
て
「
定
期
評
価
の
全
体
評
語
が
最
下
位
の
段
階
で

あ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
指
導
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
行
つ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
職

員
が
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

イ

任
命
権
者
が
指
定
す
る
医
師
二
名
に
よ
つ
て
、
心
身
の
故
障
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
故



障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
。

ウ

そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
適
格
性
を
判
断
す

る
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
に
基
づ
き
、
当
該
適
格
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
指
導
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
行
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
適
格

性
を
欠
く
状
態
が
な
お
改
善
さ
れ
な
い
と
き
。
（
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
職
の
数
に

不
足
が
生
じ
た
場
合

（
降
号
の
事
由
）

第
三
条
の
三

任
命
権
者
は
、
職
員
の
定
期
評
価
の
全
体
評
語
が
最
下
位
の
段
階
で
あ
る
場
合
そ
の
他

勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
指
導
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
行
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
勤
務
実

績
が
よ
く
な
い
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職

員
を
降
号
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
条
の
二
第
一
号
イ
」
を
加
え
、
「
降
任
、

免
職
又
は
休
職
す
る
」
を
「
降
任
し
、
免
職
し
、
休
職
し
、
又
は
降
格
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
降
給
」
を
「
降
号
」
に
、
「
十
二
号
給
以
内
」
を
「
二
号
給
（
当
該
職
員
が
降
号
し
た

日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
下
位
一
号
給
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
受
診
命
令
に
従
う
義
務
）

第
十
一
条
の
二

職
員
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
診
断
を
受
け
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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